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濃厚接触者について



大阪府におけるオミクロン株の特性を踏まえた濃厚接触者への対応（令和４年３月２２日以降）

場所
濃厚接触者の特定 行動制限と待機期間

特定者 内 容 制限有無 内 容

同一世帯家族内 陽性者
・陽性者本人が特定
・陽性者から対象者に外出自粛等を周知 ◎ ・原則7日間待機（８日目解除）

・但し、４・５日目に抗原定性検査キット（薬事承認済）で陰性確認後、５日目から解除

事業所等 事業所等
・事業所等が特定
・事業所等から対象者に外出自粛等を周知 △

・感染者と感染対策を行わずに飲食を共にした者等については、一定期間の外出自粛
を含めた感染拡大防止対策を行うことを要請。※
感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出制限する必要なし。
感染者と接触があった者は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控えること
を要請。

保育所、幼稚園、
学校、児童関連

施設

施設
(保健所)

・施設が特定
・施設から対象者に外出自粛等を周知
・児童関連施設については、濃厚接触者調
査・検査について保健所に相談可

◎
【園児・児童等】
・原則7日間待機（８日目解除）
・但し、４・５日目に抗原定性検査キット（薬事承認済）で陰性確認後、５日目から解除
（乳幼児は、抗原定性検査キットを用いることは想定されないため、7日間待機）

〇
【職員】
・原則7日間（８日目解除）
・但し、一定の条件の下で、毎日検査により陰性を確認して出勤可能

ハイリスク施設
（高齢者施設、障
がい児者施設、
入院医療機関）

保健所
(医療機関)

・高齢者施設、障がい児者施設は、保健所
が特定
・医療機関は、当該医療機関が特定
・施設等から対象者に外出自粛等を周知

◎
【入居者等】
・原則7日間（８日目解除）
・但し、４・５日目に抗原定性検査キット（薬事承認済）で陰性確認後、５日目から解除

〇
【職員】
・原則7日間（８日目解除）
・但し、一定の条件の下で、毎日検査により陰性を確認して出勤可能

その他
（会食など）

陽性者
・陽性者本人が特定
・陽性者から対象者に外出自粛等を周知 ◎ ・原則7日間（８日目解除）

・但し、４・５日目に抗原定性検査キット（薬事承認済）で陰性確認後、５日目から解除

※大阪府は全ての業種を社会機能維持者としているので、4・5日目に抗原定性検査キット（薬事承認済）で陰性確認後、５日目から解除 2



2月11日, 15291（新規陽性者数最大値）

2月11日, 144639（療養者数最大値）
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療養者数と待機中の濃厚接触者数（推計）

新規陽性者数（実測値） 療養者数（実測値） 待機中の濃厚接触者数（推計）

第六波流行期（2月中旬）における療養者数と待機中の濃厚接触者数（推計）について

第六波流行期（2月中旬）において、療養者数と待機中の濃厚接触者数（推計）を合わせ、
約32万人/日が療養や自宅待機等で外出自粛の対象となった可能性。

【参考】
・大阪府の人口 8,807,279（令和３年推計人口） 3

2月中旬には、待機中の濃厚接触者数が
1日あたり約18万人となった可能性

【待機中の濃厚接触者の算定方法】
・陽性者1人あたりの濃厚接触者を2.4人として算出（第10回協議会参考資料）
・感染対策日を0日として5日間自宅待機することを想定

新規陽性者数 療養者数
待機中の濃厚接触者数（推計）



新規陽性者の感染経路

4

◆ ３月中旬以降、家庭内感染が約２割、濃厚接触者が約１割、感染経路不明が約７割で推移。
（オミクロン株の感染拡大を踏まえ、積極的疫学調査を重点化しているなかで保健所等が聞き取った範囲での分析）

リンク不明

濃厚接触者

濃厚接触者（家庭内感染）

※施設内感染者等はリンク不明に分類されていると推察される。
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・曝露から発症するまでの潜伏期間は約5日間、最長14日間とされてきたが、オミクロン株では短縮される傾向にあり、中央値が2.9日、99％が10日までに発症する。
・感染曝露から95％、99％が発症するまでの日数はアルファ株ではそれぞれ8.7日、11.9日、オミクロン株ではそれぞれ7.1日、9.7日。
・オミクロン株の家庭内二次感染率は、従来株、デルタ株と比較して高い可能性（家庭内二次感染率は31～45％）

【参考】オミクロン株の潜伏期間と家庭内二次感染率について

出典： 国立感染症研究所, SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統（オミクロン株）の潜伏期間の推定：暫定報告 , https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10903-b11529-period.html
国立感染症研究所,実地疫学調査により得られた情報に基づいた国内のオミクロン株感染症例に関する暫定的な潜伏期間、家庭内二次感染率、感染経路に関する疫学情報（2022年1月10日現在）, https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2559-cfeir/10901-covid19-04.html
新型コロナウイルス感染症 診療の手引き（第7.2版）



※沖縄県の重点医療機関数：27医療機関（令和4年4月20日時点）

【参考】沖縄県の重点医療機関における医師・看護師の休職数

◆ 沖縄県では、5月中旬以降、重点医療機関における看護師の休職数が増加し、300名を超過。
（陽性者に加え、濃厚接触者と判定されたり、子どもの自宅待機等により出勤できずに休職した者が含まれる）

第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和4年6月1日）資料3－6より抜粋 5
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図６重点医療機関における医師、看護師の休職数
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5月中旬以降、看護師の休職数は
300名を超過（4月上旬の約3倍）


